
 

１．件名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（玄海原子力発電所３号炉及

び４号炉並びに川内原子力発電所１号炉及び２号炉 原子炉施設保安規定変更

認可（有毒ガス防護）【１】）」 

 

２．日時：令和２年９月９日 １４時５０分～１５時３０分 

 

３．場所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（※・・TV会議システムによる出席） 

 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

関企画調査官、鈴木主任安全審査官、西内安全審査官、畠山安全審査専門職 

  

九州電力株式会社： 

原子力発電本部 リスク管理・解析グループ課長 他８名※ 

 

５．要旨 

（１）九州電力より、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所の原子炉施設保安規定変更

認可申請（有毒ガス防護）について、本日提出された資料に基づき、原子炉施設保安

規定変更認可に係る審査スケジュールの説明があった。 

 

（２）これに対し、原子力規制庁は、審査資料の提出時期を踏まえて、審査スケジュール

を見直すとともに、不開示情報の扱いについては、令和２年７月３１日に実施した新

規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（川内１、２号機（９４９））の結果

を踏まえた形で検討するよう伝えた。 

 

（３）九州電力より、了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

・有毒ガスに係る保安規定変更 審査スケジュール（案） 

 

  

以上 


